
平成 24年 9月 30日 16時 10分 

国土交通省 中部地方整備局 

災 害 対 策 本 部 

 

国道通行止め情報 

（9 月 30 日 16 時 00 分現在） 

 

１．件 名 

     大雨による通行止めについて 

【通行止めの開始】 

① 国道２５号 三重県 亀山市関町
かめやましせきちょう

萩原
はぎわら

 ～ 伊賀市
い が し

柘植
つ げ

町
ちょう

 

 

２．内 容 

大雨のため、次の雨量規制区間において、９月３０日１６時００分現在、２００ｍｍに達

しており、規制基準を超えたので、通行止めを開始しました。 
 

 

 

    【通行止め開始区間】 

① 国道２５号 三重県 亀山市関町
かめやましせきちょう

萩原
はぎわら

 ～ 伊賀市
い が し

柘植
つ げ

町
ちょう

 

 （２．７ｋｐ～１６．８ｋｐ L＝１４．１ｋｍ 規制基準：２００ｍｍ） 

 

※雨量情報につきましては、北勢国道事務所ホームページで確認できます。 

     北勢国道事務所 HP  http://www.cbr.mlit.go.jp/hokusei/ 

 

 

３．配布先 

   中部地方整備局記者クラブ 

 

４．問い合わせ先 

国土交通省中部地方整備局 道路部交通対策課 課長 加納 行雄 

ＴＥＬ  ０５２－９５３－８２９３  ＦＡＸ ０５２－９５３－９２０８ 

 



中部地整管内直轄国道の通行止め状況
（9月30日16時00分現在） 

凡例 
     通行止め予告 
     通行止め 
     通行止め解除予告 
     今回通行止め解除 
     事前雨量規制箇所（未規制）     
 

① 
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